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〜
国
民
年
金
は
あ
な
た
の
未
来
を
応
援
し
ま
す
〜�

おいでください�
税に関する租税作品展�

とき：11月８日（土）・９日（日）　ところ：ウエストランド（二宮）　作品：
小学生＝絵画、中学生＝習字・作文・標語、高校生＝デザイン画・作文・標語　
問い合わせ先：津山税務署322‐3144へ

　
情
報
化
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ

せ
は
、
市
情
報
管
理
課
3
32
‐
２

０
４
５
へ
ど
う
ぞ
。�

身
近
に
な
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト�

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中
心
と
す
る
Ｉ

Ｔ
（
情
報
通
信
）
技
術
の
普
及
は
、
都

市
と
地
方
と
の
格
差
を
解
消
し
、
自
宅

に
居
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
入
手
や

手
続
き
を
可
能
に
し
て
き
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
み
な
さ
ん
に
快
適
で
高
速

な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
を
提
供
す
る

た
め
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
エ
リ
ア
拡

大
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
市
内

の
約
90
パ
ー
セ
ン
ト
の
世
帯
で
接
続

が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
も
拡
大

し
て
い
く
予
定
で
す
。�

  

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た�

  

行
政
サ
ー
ビ
ス

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
行
政
サ

ー
ビ
ス
も
続
々
と
増
え
て
い
ま
す
。

電
子
申
請
が
で
き
る
も
の

◇
町
内
会
長
変
更
届

◇
軽
自
動
車
納
税
証
明

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
申
請
書

◇
市
税
に
関
す
る
閲
覧
・
申
請
証
明
書

◇
保
育
所
入
所
申
込
書

◇
郵
便
請
求
用
戸
籍
証
明
請
求
用
紙�

 

な
ど

　
い
ず
れ
も
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ�

（http://w
w

w
.city.tsuyam

a.
okayam

a.jp/

）
か
ら
利
用
で
き
ま�

す
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
市
で
は
次
の
よ
う
な

サ
ー
ビ
ス
を

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
提
供
し
て
い
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
利
用
で
き
る
こ
と

◇
市
立
図
書
館
の
本
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
予
約
（
事
前
登
録
要
）･  

検
索

◇
駐
車
場
の
空
き
情
報
を
検
索

◇
議
会
の
議
事
録
、
市
の
例
規
集
検
索�

な
ど

  

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を�

  

利
用
し
て
み
よ
う�

　
現
在
、
市
で
は
市
立
図
書
館
、
グ
リ

ー
ン
ヒ
ル
ズ
津
山
リ
ー
ジ
ョ
ン
セ
ン
タ

ー
に
、
パ
ソ
コ
ン
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

使
用
前
に
各
施
設
で
申
し
込
み
を
し
て

ご
利
用
く
だ
さ
い
（
無
料
）
。

　
ま
た
、
も
っ
と
身
近
に
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
体
験
で
き
る
場
所
を
増
や
す
た
め
、

２
月
末
を
目
途
に
各
公
民
館
に
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
で
き
る
パ
ソ
コ
ン
を
配
置

し
ま
す
。

　
身
近
に
、
そ
し
て
ま
す
ま
す
便
利
に

な
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｉ
Ｔ
技
術
。

ま
ず
は
、
体
験
し
て
み
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
挑
戦
し
て

み
ま
し
ょ
う
。 �

　
国
民
年
金
に
つ
い
て
の
お
問
い
合

わ
せ
は
、
市
保
険
年
金
課
（
市
役
所

１
階
５
番
窓
口
）
3
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‐
２
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ま
た
は
津
山
社
会
保
険
事
務
所
（
田

町
）
3
22
‐
７
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へ
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万
が
一
の
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金�

　
国
民
年
金
に
は
、
老
後
に
支
給
さ
れ

る
老
齢
基
礎
年
金
の
ほ
か
に
、
若
く
し

て
事
故
や
病
気
で
障
害
が
残
っ
た
と
き

に
支
給
さ
れ
る
障
害
基
礎
年
金
や
、
死

亡
し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
遺
族
基
礎

年
金
が
あ
り
ま
す
。

   

障
害
基
礎
年
金�

　
国
民
年
金
加
入
中
の

病
気
や
け
が
、
20
歳
前

の
事
故
や
病
気
な
ど
か
ら
、

国
民
年
金
の
障
害
等
級
の
１
級
・
２
級

の
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

受
給
に
必
要
な
条
件

①
初
診
日
（
障
害
の
も
と
に
な
っ
た
病
気
・

け
が
で
初
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け

た
日
）
の
前
々
月
ま
で
の
保
険
料
納

付
要
件
（
20
歳
前
障
害
を
除
く
）
を

満
た
し
て
い
る
こ
と

②
障
害
認
定
日
（
初
診
日
か
ら
１
年
６

か
月
を
経
過
し
た
日
。
ま
た
は
そ
れ

ま
で
に
症
状
が
固
定
し
た
日
）
に
、�

　
国
民
年
金
の
障
害
等
級
表
の
１
級
ま

た
は
２
級
の
障
害
の
状
態
に
な
っ
て

い
る
こ
と
、
ま
た
は
、
そ
の
後
65
歳

ま
で
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
こ
と
な
ど

   
遺
族
基
礎
年
金�

  

　
国
民
年
金
加
入
中
や
老
齢
基
礎
年
金

を
受
け
る
資
格
期
間
を
満
た
し
た
人
が

亡
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
人
に
よ
っ
て

生
計
を
維
持
し
て
い
た
子
を
持
つ
妻�

か
、
子
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

受
給
に
必
要
な
条
件�

①
死
亡
月
の
前
々
月
ま
で
の
保
険
料
納

付
要
件
や
国
民
年
金
受
給
資
格
要
件�

②
子
が
18
歳
に
到
達
す
る
年
度
の
年
度

末
ま
で
（
障
害
が
あ
る
と
き
は
20
歳

に
な
る
ま
で
）
の
間
に
あ
る
こ
と
な
ど

   

手
続
き
は
忘
れ
ず
に�

　
ど
ち
ら
も
国
民
年
金
に
未
加
入
、
保

険
料
が
未
納
状
態
で
は
、
受
給
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
国
民
年
金
加
入
届
け
な

ど
の
切
り
替
え
手
続
き
は
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
と
き
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　�

　
国
民
年
金
保
険
料
は
国
（
社
会
保

険
事
務
所
）
が
収
納
事
務
を
し
て
い

ま
す
。
確
定
申
告
に
使
用
す
る
平
成

15
年
中
の
納
付
額
に
つ
い
て
必
要
な

場
合
は
、
津
山
社
会
保
険
事
務
所
（
田

町
）
3
23
‐
１
１
６
５
へ
ど
う
ぞ
。

◆
確
定
申
告
用
国
民
年
金
保
険
料
の�

　
お
問
い
合
わ
せ
先�


